契　約　書
　公益財団法人広島市文化財団（以下「発注者」という。）と　　　　　　　　（以下「受注者」という。）とは、広島市現代美術館美術品管理用パーソナルコンピュータ（Mac）賃貸借について、次のとおり契約を締結する。

（契約の目的）

第１条　発注者は、受注者から別紙仕様書に掲げる美術品管理用パーソナルコンピュータ等（以下「機器等」という。）を貸借し、受注者は、これを賃貸するものとする。

（設置場所）

第２条　機器等の設置場所は、発注者の指定する場所とする。

（契約期間）

第３条　契約期間は、契約締結日から令和１３年８月３１日までとする。
（公益財団法人広島市文化財団長期継続契約実施要領に基づく長期継続契約）

２　賃貸借期間は、令和８年９月１日から令和１３年８月３１日までとする。
３　第４条の規定により発注者が受注者に支払うべき金額について、翌年度以降において収支予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は当該契約を解除する。

４　指定管理者制度の適用により、発注者が広島市現代美術館の管理運営を受託することができず、本契約の賃貸借業務を継続することが困難になった場合は、発注者は当該契約を解除する。

（賃貸借料）

第４条　賃貸借料は月額　　　　　　　　円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　円）とし、各年度における支払予定額（消費税及び地方消費税を含む。）は、次のとおりとする。ただし、この契約の解除の日が月の中途である場合、その月の賃貸借料は、次式により算出した額とする。（賃貸借料月額　÷　当該月の暦日数）（円未満切捨て）　×　賃貸借日数

	年　　度
	支払予定額（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）

	令和８年度
	円（　　　　　　　円）

	令和９年度
	円（　　　　　　　円）

	令和１０年度
	円（　　　　　　　円）

	令和１１年度
	円（　　　　　　　円）

	令和１２年度
	円（　　　　　　　円）

	令和１３年度
	円（　　　　　　　円）


（賃貸借料の支払等）

第5条 発注者は、受注者に対し、第４条の額を別紙に掲げる支払内訳表に基づき、請求があった日から３０日以内に支払うものとする。
（保険）

第6条 受注者は、受注者の費用で機器等に動産総合保険を付するものとする。
（機能の追加）

第7条 受注者は、機器等の賃貸借期間中にプログラムが改良され、新たな機能が追加された場合は、無償でその機能を備えるよう措置を講ずるものとする。
（指導及び助言）

第８条　受注者は、発注者が機器等を使用するために必要な助言を適宜行うものとする。

（機器等の設置及び維持管理）

第９条　受注者は、発注者が良好に機器等を使用できるように別紙仕様書に定めるところにより、設置及び維持管理を行い、機器等を良好な状態に保たなければならない。
（守秘義務）

第１０条　受注者は、業務の履行に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後及び解除後も同様とする。

（個人情報の保護）

第１１条　受注者は、業務の履行に当たり個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

（管理上の注意）

第１２条　発注者は、善良な管理者の注意をもって、機器等を管理するものとする。
（損害賠償）

第１３条　受注者は、自己の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者が認定するものとする。

（契約の解除）

第１４条　発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしにこの契約を解除することができる。

（1） 受注者が、この契約に違反したとき。

（2） 受注者が、この契約を誠実に履行する見込みが無いと発注者が認めたとき。

２　受注者は、前項各号の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
（機器等の返還）

第１５条　発注者は、賃貸借期間が満了したとき、又は前条の規定によりこの契約が解除されたときは機器等を速やかに返還するものとする。

　この場合において、当該返還に要する費用は受注者の負担とする。

（管轄裁判所）

第１６条　この契約に関する訴えの管轄は、発注者の所在地を管轄区域とする広島地方裁判所とする。

（疑義の決定）

第１７条　この契約に関して疑義が生じた場合、又は、この契約に定めの無い事項については、発注者・受注者協議のうえこれを定めるものとする。

　この契約を証するため、本書２通を作成し、発注者・受注者記名押印のうえ各その１通を保有する。

令和８年　月　日

発注者　広島市中区加古町４番１７号

　　　　公益財団法人広島市文化財団

　　　　理事長　仁井　敏子
受注者　
　　
別紙

支払内訳書
１　発注者は、業務完了後、受注者の請求に基づき、賃貸借料として次表のとおり受注者に
支払う。

２　賃貸借料の支払の時期は、次のとおりとする。

　　支払の時期　　　受注者から請求があった日から３０日以内
	賃貸借期間
	支払額

	令和８年　　９月
	円

	令和８年　１０月～１２月
	円

	令和９年　　１月～　３月
	円

	令和８年度 小計
	円

	令和９年　  ４月～　６月
	円

	令和９年　  ７月～　９月
	円

	令和９年  １０月～１２月
	円

	令和１０年　１月～　３月
	円

	令和９年度 小計
	円

	令和１０年  ４月～　６月
	円

	令和１０年  ７月～　９月
	円

	令和１０年  １０月～１２月
	円

	令和１１年　１月～　３月
	円

	令和１０年度 小計
	円

	令和１１年  ４月～　６月
	円

	令和１１年  ７月～　９月
	円

	令和１１年  １０月～１２月
	円

	令和１２年　１月～　３月
	円

	令和１１年度 小計
	円

	令和１２年  ４月～　６月
	円

	令和１２年  ７月～　９月
	円

	令和１２年  １０月～１２月
	円

	令和１３年　１月～　３月
	円

	令和１２年度 小計
	円

	令和１３年　４月～　６月
	円

	令和１３年　７月～　８月
	円

	令和１３年度 小計
	円

	合　　　　　計
	円


